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【目的】

我々は、北海道において、1959年から1996年までの間、15歳未満で発症した1型糖尿病児の登録を行ってきた

（北海道コホート）。その症例521例について、2020年3月から2022年2月にわたり、その長期予後を調査した。

今回、その概要について報告する。

【方法】

調査は、市立美唄病院倫理委員会承認の後、北海道内3大学病院、全道の総合病院・診療所倫理委員会承認

の後に実施された。発症時登録票をもとに、患者の追跡を行い、最終的に現在の主治医に、患者の生死、合

併症の有無などを記載して頂いた。総症例数521例の内、391例（75％）の追跡が出来た。この内、66例の死亡、

66例の血液透析導入が確認された。死因はDahlquist Gらの方法により、死亡に糖尿病がどの位関与したか

により、死因１から4に分類して解析した。死因1は糖尿病が非常に関与した、死因2はある程度関与した、死

因3は関与していない、死因4は不明である。血液透析導入または腎移植については、発症年を1956 -79年

(1970年群)､1080 -89年(1980年群)、1990 -96年(1990年群)に分けて評価した。病型型（急性発症、緩徐発

症）、発症が思春期発来前か後かをK-M法で解析した。

【結果】

１．死因の分析と死亡率の変化。K-M法で検討した結果、死因1は年代と共に低下した。死因1+2では、1970

年代死亡と1980台死亡に重なりが見られた。この重なりは、死因2の突然死の増加によるもので、男性患者に

多く見られた。2．透析導入または腎移植。罹病期間、導入時の年齢は、各年代で変わりは無かった。しかし、

血液透析又は腎移植となった症例数は、年代と共に、著明に減少していた。

【考案】

糖尿病児の長期予後を見るとき、死亡率が用いられる。スエーデンでは、糖尿病が強く関与する死亡以外の死

亡率は、健常児と変わらないと報告されている。今回の検討で、死亡率は、明らかに低下していた。但し、80年

代になって、男性が一般社会に進出し、単身生活を行うことにより、突然死が増加していた。思春期初来以降

に発症した症例、緩徐進行型は思春期初来以前発症、急性発症型に比し、透析導入又は腎移植率が高いこ

とが明らかになった。

【結論】

長期予後評価の死因は、死亡に糖尿病がどの位寄与しているかの評価が必要である。予後改善のためには、

慢性腎症発症の防止が必要である。

こどもを身体・心理・社会的に捉え、支援する医療・保健を目指して

五十嵐　隆
国立成育医療研究センター

　わが国では少子化が進行する一方、国民皆保険制度や医療技術の向上により、乳児死亡や疾病によるこ

どもの死亡が著しく減少している。2021年のわが国の新生児死亡率は0.8（1,000人あたり）、乳児死亡率

は1.7（同）で、世界的に最も低い。小児期発症の慢性疾患を持つ20歳未満のこどもの死亡率は50年前の

約1/5に低下した。さらに、社会構造の変化に伴い、これまでとは異なる課題が生じている。2021年の18歳

未満の子どもの相対的貧困率は11.2%で、OECD諸国の中でも高い位置を占める。こどもの貧困は虐待の

要因の一つであり、児童虐待相談対応件数は毎年増加している。

　医療の進歩はこどもの死亡を減らしたが、障害を持って青年・成人に移行する患者が増加しており、成

人への移行期医療や成人になってからの医療が大きな課題となっている。さらに、2021年に医療的ケア児

は2万人を、人工呼吸器による治療が必要なこどもは約5千人を超えた。在宅で行われている高度な医療管

理が家族に多大な負担となっている。

　わが国のこどもの出生時体重は低下し、低出生体重児の割合も高い。特別支援学級に在籍する発達障

害の疑いを持つ子どもが2008年頃から急増している。発達障害の子どもの育ちと家族を支援する社会全

体の仕組みも整備されていない。

　OECD 38カ国中わが国のこどものwell-beingは身体面で1位、心理面で37位と2020年にユニセフが評

価した。わが国では思春期のこどもの自殺が多く、こどものこころの健康を評価し、対応するシステムが整

備されていない。わが国の乳幼児健診の回数は少なく、学校健診での内科健診の時間も短い。わが国の学

校健診はこどもの慢性的身体疾患を早期に発見し、それに対処する上で極めて有効である。しかしながら、

こどもの生活習慣、親子関係、学校生活などこどもを取り巻く環境を聴取し、こどもの心身の健康に影響

を与えるリスクを評価し、必要な場合に適切な助言・指導を子どもや家族に行うしくみにはなっていない。

　2023年に設立された「こども家庭庁」はこどもが自立した個人として等しく健やかに成長することができ

る社会の実現に向けて、こどもと家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、こどもの権利・利益の擁護を

任務としている。今後のわが国では、こどもを身体・心理・社会的に捉え、支援する医療・保健を目指した

活動が広く求められている。
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